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千葉市農業委員会総会議事録 

 

 

令和２年１１月１３日、千葉市農業委員会会長 長谷部 衡平は、令和２年度第９回

千葉市農業委員会総会を千葉中央コミュニティセンター８階千鳥・海鴎に招集した。 

 

 

＜会議に付した議案＞ 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について         １１件 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について         ３８件 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について（一時転用）    １件 

議案第４号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について        １件 

議案第５号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願について       １件 

議案第６号 千葉市農用地利用集積計画(案)の決定について        ７８件 

議案第７号 農用地利用配分計画（案）の意見について           ３件 

 

 

報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出について          ２件 

報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について     １３件 

報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について     ４６件 

報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について        ６件 

報告第５号 地目変更登記に係る照会に対する回答について        ２４件 

報告第６号 荒廃農地の非農地化について                ４１件 

報告第７号 千葉県農業会議への諮問に係る答申について（第５条）     １件 
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＜出席委員＞（１６名） 

１番 小 川 友 安   ２番 浅 川 政 明  

３番 深 谷 耕 司   ４番 齊 藤 元 治 

５番 清 宮 惠理子   ６番 𣘺 本  泉 

７番 長谷川 秀 明   ９番 長谷部 衡 平 

１０番 中 村 浩 道 １１番 秋 庭 重 樹 

１２番 佐々木 貴 史 １３番 猪 野 桃 夫 

１４番 齊 藤 憲 次 １５番 石 井 一 也 

１６番 市 原 律 子 １７番 髙 橋 芳 和 

 

 

＜欠席委員＞（１名） 

     ８番 横 山 清 亮 

 

 

＜事務局説明員＞ 

事 務 局 長  表 谷 拓 郎    次    長 岡 本 茂 之 

次 長 補 佐  天 野 秦 男    農地利用最適化推進班長 江 上 章 子 

農地保全班長  原 田 賢 一    農地審査班長 小 堀 紀 明 

農地指導班長   長谷川 隆 之 
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議長 

(長谷部会長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前審査第２班 

(長谷川班長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 （ 午前１０時００分 ） 

 

ただいまより、令和２年度第９回千葉市農業委員会総会を開会

いたします。 

お手元の会議日程に従いまして、進行させていただきます。 

本日の出席委員は、１７人中１６人で総会は成立しておりま

す。 

 

それでは、議事に入ります。 

はじめに、日程第１「議事録署名人の選出」ですが、議席番号

順となっておりますので、私より指名いたします。 

 

議席番号 １０番  中村 浩道 委員 

議席番号 １１番  秋庭 重樹 委員 

 

のご両名にお願いいたします。 

 

続きまして、日程第２ 議案第１号「農地法第３条の規定によ

る許可申請について」を上程いたします。 

事前審査第２班班長、ご説明をお願いします。 

 

ご説明いたします。 

はじめに第１項です。 

議案書１ページをご覧ください。 

お手元の資料１ページ及び２ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります若葉区和泉町に在住の方が、義務

者であります花見川区こてはし台４丁目に在住の方が所有する若

葉区和泉町及び若葉区中野町の農地を、新規就農のため、所有権

を移転するものです。 

面接した権利者によりますと、実家や知り合いの農家の手伝い

を通じて、農業の経験を積んできたとのことです。 

また、生活費用は、土木建設会社の会長職による収入を得てお

りますので、今後、兼業農家として農業を行っていくとのことで

す。 

将来においては、規模拡大や法人化を視野に入れて取り組みた

いとのことです。 

申請地の取得後の作目は、水稲を予定しております。 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に第２項です。 

お手元の資料３ページから９ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります東京都港区に本店の所在する法人

が、義務者であります中央区宮崎町に在住の方が所有する若葉区

中田町の農地を、農業用機器の開発のため、賃借権を設定するも

のです。 

面接した権利者によりますと、ＩＴ事業を主軸とした企業であ

り、そのノウハウを活かして、平成３０年度からの経営計画で、

農業分野に寄与する製品開発に乗り出しています。 

具体的には、震災被災地の復興を目的とした国の事業に、スマ

ート事業の推進に取り組んでいる法人と共に参画し、福島県の果

樹農業を支援しているとのことです。 

農業従事者は４名であり、その中には、短期大学で農学を専攻

し、実家が農家であり、農産物の栽培経験を有している方がいま

す。 

事業の運用資金は、既存のＩＴ事業により賄うとのことです。 

将来においては、農業機器の販売による収益確保を目指してお

ります。また、農業機器を購入された農家へのケアや更なる農業

機器の向上が必要なため、農地の継続的な利用且つ規模拡大も考

えているとのことです。 

なお、本項は、農地法施行令第２条に定める不許可の例外規定

である、農地における耕作が、当該法人の主たる業務の運営に欠

くことのできない試験研究のために行われると認められる場合

に、該当すると判断いたしました。 

申請地の取得後の作目は、きゅうり、トマト、ミニトマト、ナ

ス、シシトウを予定しております。 

 

次に第３項です。 

議案書２ページをご覧ください。 

お手元の資料１０ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります花見川区畑町に在住の方が、義務

者であります花見川区畑町に在住の方が所有する花見川区畑町の

農地を、経営規模拡大のため、所有権を移転するものです。 

申請地の取得後の作目は、水稲を予定しております。 

 

次に第４項です。 

本案件は、第５項と関連案件となります。 

議案書２ページをご覧ください。 
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お手元の資料１１ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります稲毛区長沼町に在住の方が、義務

者であります稲毛区長沼町に在住の方が所有する稲毛区長沼町の

農地を、単独所有とするため、所有権を移転するものです。 

申請地の取得後の作目は、ほうれん草とキャベツを予定してお

ります。 

 

次に第５項です。 

議案書３ページをご覧ください。 

お手元の資料１１ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります稲毛区長沼町に在住の方が、義務

者であります稲毛区長沼町に在住の方が所有する稲毛区長沼町の

農地を、単独所有とするため、所有権を移転するものです。 

申請地の取得後の作目は、ほうれん草とキャベツを予定してお

ります。 

 

次に第６項です。 

お手元の資料１２ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります若葉区野呂町に在住の方が、義務

者であります長野県上水内郡信濃町に在住の方外１名が所有する

若葉区野呂町の農地を、賃借している農地の権利を取得するた

め、所有権を移転するものです。 

申請地の取得後の作目は、落花生、菊芋、じゃがいもを予定し

ております。 

 

次に第７項です。 

議案書４ページをご覧ください。 

お手元の資料１３ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります若葉区桜木６丁目に在住の方が、

義務者であります花見川区作新台３丁目に在住の方外２名が所有

する若葉区桜木６丁目の農地を、単独所有とするため、所有権を

移転するものです。 

申請地の取得後の作目は、芝生を予定しております。 

 

次に第８項です。 

本案件は、第９項と一体案件ですので、一括してご説明いたし

ます。 

議案書４ページ及び５ページをご覧ください。 
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お手元の資料１４ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります若葉区川井町に在住の方が、義務

者であります若葉区川井町に在住の方外１名が所有する若葉区川

井町の農地を、経営規模拡大のため、所有権を移転するもので

す。 

申請地の取得後の作目は、ネギを予定しております。 

 

次に第１０項です。 

お手元の資料１５ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります緑区高田町に在住の方が、義務者

であります緑区誉田町２丁目に在住の方外４名が所有する緑区高

田町の農地を、経営規模拡大のため、所有権を移転するもので

す。 

申請地の取得後の作目は、人参、小松菜を予定しております。 

 

次に第１１項です。 

議案書６ページをご覧ください。 

お手元の資料１６ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります緑区辺田町に在住の方が、義務者

であります緑区辺田町に在住の方が所有する緑区辺田町の農地

を、経営規模拡大のため、所有権を移転するものです。 

 

申請地の取得後の作目は、落花生、白菜、冬瓜、里芋などを予

定しております。 

 

事前審査第２班としましては、第１項及び第３項から第１１項

は農地法第３条第２項各号の「全部効率利用要件」、「農作業の

常時従事要件」、「下限面積要件」及び、「地域調和要件」等に

適合しております。 

また、第２項は、農地法施行令第２条第１項第１号イの例外規

定によるため、農地法第３条第２項ただし書きによって「全部効

率利用要件」、「農作業の常時従事要件」、「下限面積要件」を

除いた、農地法第３条第２項各号の「地域調和要件」等に適合し

ております。 

つきましては、許可要件の全てを満たしているものと判断し、

許可相当と意見決定いたしました。 

説明は以上でございます。 
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議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

 

事前審査第２班 

(長谷川班長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第２班班長の説明について、質問、意見

等がありましたら、挙手をもってお願いいたします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

事前審査第２班班長の説明のとおり、許可することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第１号は、許可と決定いたし

ます。 

 

次に、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を上程いたします。 

 事前審査第２班班長、ご説明をお願いします。 

 

 ご説明いたします。 

議案第２号ですが、第１項から第３０項につきましては、現地

調査を実施いたしましたので、その結果も併せてご説明いたしま

す。 

 

はじめに第１項です。 

本案件は、第２項から第６項と一体案件ですので、一括してご

説明いたします。 

議案書７ページから９ページをご覧ください。 

お手元の資料１７ページから１９ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図を添付しております。 

本案件は、特定建築条件付売買予定地用地とするため、所有権

を移転するものです。 

申請土地は、千葉都市モノレール動物公園駅から南西に約５０

０メートルに位置する農地です。 

農地区分は、駅から１キロメートル以内の農地であることか

ら、第２種農地と判断しました。 

現況は休耕地で、周辺は農地と住宅が混在しております。  

被害防除は、ブロック及び擁壁を設置し、土砂の流出を防止し
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ます。 

排水については、汚水は汚水管に接続し、雨水は貯留浸透槽に

て処理後、オーバーフロー分を雨水管へ接続します。 

他法令関係につきましては、都市計画法に該当し、現在手続き

中です。 

 

次に第７項です。 

本案件は、第８項から第１３項と一体案件であり、また次の第

１４項から第１８項までが一体案件となります。それぞれの一体

案件が同一事業者であるため、一括してご説明いたします。 

議案書１０ページから１５ページをご覧ください。 

お手元の資料２０ページから２６ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図を添付しております。 

本案件は、太陽光発電施設用地とするため、賃借権を設定する

ものです。 

申請土地は、千葉東インターチェンジから北東に約１．４キロ

メートルに位置する農地です。 

農地区分は、農業公共投資の入っていない小集団の生産性の低

い農地であることから、第２種農地と判断しました。 

現況は長期に渡って耕作されていない農地で、周辺は農地と住

宅が混在しております。 

排水については、雨水を自然浸透で処理します。 

他法令関係につきましては、再生可能エネルギー特別措置法に

該当し、認定済です。 

 

次に第１９項です。 

本案件は、第２０項から第２９項と関連案件ですので、一括し

てご説明いたします。 

議案書１６ページから２１ページをご覧ください。 

お手元の資料２７ページから５２ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図を添付しております。 

本案件は、第１９項から第２５項と、第２７項、第２８項は太

陽光発電施設用地、第２６項は駐車場用地、第２９項は資材置場

用地とするため、所有権を移転するものです。 

申請土地は、千葉東インターチェンジから北東に約１．９キロ

メートルに位置する農地です。 

農地区分は、農業公共投資の入っていない小集団の生産性の低

い農地であることから、第２種農地と判断しました。 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況は長期に渡って耕作されていない農地で、周辺は農地と事

業所が混在しております。 

排水については、雨水を自然浸透で処理します。 

他法令関係につきましては、再生可能エネルギー特別措置法に

該当し、認定済です。 

 

次に第３０項です。 

議案書２１ページをご覧ください。 

お手元の資料５３ページから５６ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図を添付しております。 

本案件は、専用住宅用地とするため、使用貸借権を設定するも

のです。 

申請土地は、千葉東インタ―チェンジから北東に約１．６キロ

メートルに位置する農地です。 

農地区分は、１０ヘクタール以上の一団の区域内にある農地で

あることから、第１種農地と判断しました。 

第１種農地は、原則、転用不可とされておりますが、農地法施

行規則第３３条第４号に規定する、集落に接続して設置される住

宅であることから例外として認められるものです。 

現況は長期に渡って耕作されていない農地で、周辺は農地と住

宅が混在しております。 

被害防除は、ブロックを設置し、土砂の流出を防止します。 

排水については、汚水は合併浄化槽にて処理後、側溝に接続

し、雨水は雨水浸透桝にて処理します。 

他法令関係につきましては、都市計画法に該当し、現在手続き

中です。 

 

次に第３１項です。 

議案書２２ページをご覧ください。 

お手元の資料５７ページをご参照ください。 

本案件は、建売分譲住宅用地とするため、所有権を移転するも

のです。 

申請土地は、千葉都市モノレール動物公園駅から南西に約５０

０メートルに位置する農地です。 

農地区分は、下水道管、ガス管が埋設された道路の沿道の区域

で、申請地から５００メートル以内に交通施設である千葉都市モ

ノレール動物公園駅と千葉都市モノレールスポーツセンター駅が

あることから第３種農地と判断しました。 
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被害防除は、ブロックを設置し、土砂の流出を防止します。 

排水については、汚水は汚水管に接続し、雨水は雨水浸透槽に

て流出抑制後、オーバーフロー分を側溝へ接続します。 

他法令関係につきましては、都市計画法に該当し、現在手続き

中です。 

 

次に第３２項です。 

お手元の資料５８ページをご参照ください。 

本案件は、専用住宅用地とするため、所有権を移転するもので

す。 

申請土地は、ＪＲ誉田駅から東に約９００メートルに位置する

農地です。 

農地区分は、駅から１キロメートル以内の農地であることか

ら、第２種農地と判断しました。 

被害防除は、ブロックを設置し、土砂の流出を防止します。 

排水については、汚水は合併浄化槽にて処理後、側溝に接続

し、雨水は雨水浸透貯留槽にて流出抑制後、オーバーフロー分を

側溝へ接続します。 

他法令関係につきましては、都市計画法に該当し、現在手続き

中です。 

 

次に第３３項です。 

議案書２３ページをご覧ください。 

お手元の資料５９ページをご参照ください。 

本案件は、専用住宅用地とするため、所有権を移転するもので

す。 

申請土地は、ＪＲ土気駅から北に約１．６キロメートルに位置

する農地です。 

農地区分は、農業公共投資の入っていない小集団の生産性の低

い農地であることから、第２種農地と判断しました。 

被害防除は、ブロック及び擁壁を設置し、土砂の流出を防止し

ます。 

排水については、汚水は汚水管に接続し、雨水は雨水浸透槽に

て流出抑制後、オーバーフロー分を側溝へ接続します。 

他法令関係につきましては、都市計画法に該当し、現在手続き

中です。 

 

次に第３４項です。 
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お手元の資料６０ページをご参照ください。 

本案件は、資材置場用地とするため、所有権を移転するもので

す。 

申請土地は、千葉市立天戸中学校から南東に約３００メートル

に位置する農地です。 

農地区分は、市街地の区域等から５００メートル以内の農地

で、１０ヘクタール未満の広がりであることから、第２種農地と

判断しました。 

被害防除は、土留板及び緩衝地を設け、土砂の流出を防止しま

す。 

排水については、雨水を自然浸透で処理します。 

 

次に第３５項です。 

議案書２４ページをご覧ください。 

お手元の資料６１ページをご参照ください。 

本案件は、駐車場用地とするため、賃借権を設定するもので

す。 

申請土地は、千葉市立犢橋中学校から北東に約３５０メートル

に位置する農地です。 

農地区分は、市街地の区域等から５００メートル以内の農地

で、１０ヘクタール未満の広がりであることから、第２種農地と

判断しました。 

被害防除は、ブロック及びフェンスを設置し、土砂の流出を防

止します。 

排水について、雨水は、申請土地内に緩やかな傾斜をつけ側溝

にて処理します。 

 

次に第３６項です。 

本案件は第３７項と一体案件であり、また第３８項と関連案件

ですので、一括してご説明いたします。 

議案書２４ページ及び２５ページをご覧ください。 

お手元の資料６２ページ及び６３ページをご参照ください。 

本案件は、第３６項及び第３７項は従業員用駐車場用地、第３

８項は重機用駐車場用地とするため、所有権を移転するもので

す。 

申請土地は、千葉都市モノレール小倉台駅から南東に約１．１

キロメートルに位置する農地です。 

農地区分は、市街地の区域等から５００メートル以内の農地
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議長 

（長谷部会長） 

 

 

𣘺本委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

𣘺本委員 

 

事務局 

 

 

𣘺本委員 

 

 

 

 

 

で、１０ヘクタール未満の広がりであることから、第２種農地と

判断しました。 

被害防除は、ブロックを設置し、土砂の流出を防止します。 

排水については、雨水を自然浸透で処理します。 

 

 事前審査第２班としましては、農地法上の許可要件を満たして

おり、申請内容等に特に問題は無いものと判断し、許可相当と意

見決定いたしました。 

 説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第２班班長からの説明について、質問、

意見等ございましたら、挙手をもってお願いします。 

 

 ２点ございます。まず１点目は太陽光発電施設用地の件につい

て、第７項から第１３項までと第１４項から第１８項までの発電

出力を合わせると９９９．８キロワットと非常に大規模であると

思いますが、地元説明会は行っているか、また行っている場合は

どのような意見が出されたかについて伺いたいと思います。 

 

 事業者が地元の自治会長へ説明に伺い、説明会を開催するか回

覧板で対応するかを相談した結果、回覧板で概要について周知す

ることとなりました。住民の方から意見等があった場合は事業者

に連絡することとしております。先日の現地調査の際に事業者に

確認したところ、住民から意見等は出ていないとの回答がありま

した。 

 

 では、説明会ではなく回覧板で対応したということですね。 

 

 はい。自治会長と相談した結果、その方法でよいとの承諾を得

ましたので、回覧板での対応となりました。 

 

わかりました。２点目は同じ案件の図面で東側と西側を合わせ

ると約２ヘクタールになります。さきほど雨水排水は自然浸透で

処理するとの説明がありましたが、これほど大きな面積のところ

にパネルが設置されている状況では申請地内だけで雨水は自然浸

透しないと思われます。図面を見ると周辺は荒廃農地の体をなし

ており、そこで自然浸透するのであれば問題ないとは思います
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事務局 

 

 

 

 

 

𣘺本委員 

 

 

事務局 

 

 

 

𣘺本委員 

 

 

 

事務局 

 

 

長谷川委員 

 

 

 

𣘺本委員 

 

 

 

 

事務局 

 

清宮 

会長職務代理者 

 

 

 

が、農地と接する住宅や道路がありますが大丈夫でしょうか。 

 

 基本的には素地に杭を打ち込む方式になっており、事業者から

は自然浸透で対応できるとの説明を受けております。なお、この

事業者は別の場所でも同じ規模で事業を行っており、今のところ

住民に被害が発生したことはないため、この地域でもこの規模で

やる場合には問題がないだろうとの説明を受けております。 

 

東側については周辺には道路が網羅されているかと思うのです

が、それらへの影響は大丈夫でしょうか。 

 

繰り返しの説明になってしまいますが、事業者からは素地に杭

を打ち込む方式で行うため、周辺に水が流出することはないと聞

いております。 

 

西側については市道に接続して住宅にかなり近接しております

が、この状態でも自然浸透するのですか。私は現地を見ていませ

んが。 

 

田の方が住宅地より低いところにありますので、田から住宅地

に水が流れ込むことは考えにくいと思われます。 

 

現地調査に行きましたが、北東の千葉県立千葉大宮高等学校の

西側には荒地が続いており土地が下がっているため、そこに降っ

た雨が住宅地に流れることはないと思います。 

 

わかりました。次に第３０項について、第１種農地は原則転用

不可で、集落に接続して設置される住宅であれば例外として認め

られることは承知しておりますが、家屋と家屋との距離が何メー

トル以内の場合を連たんするというのでしょうか。 

 

千葉市では５５メートル以内としております。 

 

第３０項について、北側に８９平方メートルの畑があります

が、現在耕作していないのでしょうか。家が建つと北側のこの畑

には陽が当たらなくなると思いますが、所有者がそのことを了承

されているのかが気になりました。 
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事前審査第２班 

(長谷川班長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北側の土地について議案資料には畑と表記していますが、こち

らは以前に農地転用の許可を得ており、現時点では駐車場になっ

ております。 

 

第３６項から第３８項については、権利者が個人で農地を売買

するということでしょうか。理由に「権利者の法人が所有する」

と記されていますが、実際には法人が利用するものに対して個人

が所有することに問題はありませんか。 

 

個人が土地の所有権を移転して法人に貸すことについては特に

問題はございません。 

 

他に質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

事前審査第２班班長の説明のとおり、許可することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第２号は許可と決定いたしま

す。 

 

 次に、議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て（一時転用）」を上程いたします。 

事前審査第２班班長、ご説明願います。 

 

ご説明いたします。 

議案書の２６ページをご覧ください。 

 

第１項です。 

併せて、資料６４ページから６７ページの位置図、公図及び土

地利用計画図を御覧ください。 

 本件は、稲毛区弥生町に所在する法人が、千葉市農業委員会に

より平成２９年１０月１３日付けで許可をした営農型太陽光発電

設備について、初回の更新を行うものです。 

発電出力は６２５キロワットで、パネルの設置面積は９５３

７．７５平方メートル、支柱の農地接地面積は、８６．４６平方

メートルです。 

更新期間は令和２年１２月１日から令和５年１１月３０日まで
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𣘺本委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

𣘺本委員 

の３年間です。 

 

また、今年２月に提出された、「営農型発電設備の下部の農地

における農産物の状況報告」によると、当該法人はニンニクを生

産しており、単収で１０アール当たり３５５キログラムと報告を

受けております。 

当該法人としても、収量が伸び悩んでいることから、今後は、

同一作物連作栽培による地力低下等に備え、輪作が可能となるよ

う、ニンニク栽培の他、キャベツ、生姜、葉ニンニクなども栽培

し、経営改善を図っていくとのことです。 

 

事前審査第２班といたしましては、特に問題ないものと判断

し、許可相当と意見決定いたしました。 

 

以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第２班班長からの説明について、質問、

意見等ございましたら、挙手をもってお願いします。 

 

 この議案の案件は、発電出力６２５キロワット、売電価格２７

円となっていますが、年間売電価格がわかれば教えてください。 

 

 年間の売電見込額は２，３８０万円です。 

 

営農の適切な継続とは下部の農地における単収が、同じ年の地

域の平均的な単収と比較して概ね２割以上減少していないことが

条件になっています。さきほどの説明では単収で１０アール当た

り３５５キログラムとのことですが、この条件はクリアしている

のでしょうか。 

 

 同地域や千葉県の統計資料は確認できませんでしたが、農林水

産省統計を参考までにお伝えします。全国の平均では８２９キロ

グラムです。１位は青森県で９６４キログラムですが千葉県はニ

ンニクの栽培がさかんではないので、仮に１０位の宮崎県４７０

キログラムと比較した場合には７割５分程度の収量となります。 

 

 そうすると２割以上減少していると思うのですが、このことに
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対する指導は農政センターが行うのでしょうか。普通のニンニク

は拳より小さめですが、現地で見たものは親指より少し大きい程

度でした。なぜこのようなニンニクが売れるのかと尋ねたら加工

用に回すとのことでした。摩り下ろすかスライスするかわかりま

せんが、いずれにしても収量３５５キログラムは非常に少ないと

思います。 

 もう一点は、さきほどの説明では売電見込額が年間２，３８０

万円で、下部の農地で栽培する作物の収量が８割を下回らない必

要があるのですが、見ていると売電ありきになっている気がしま

す。 

そもそもニンニクを生産する農業技術を有しているかが気にな

っています。若い人で意欲はあるが技術が不足しているように思

えるので、農政センターや千葉農業事務所が営農指導をしていた

だきたいと思います。 

 

もちろん収量が上がらない状態が続けば指導は必要になるかと

思いますが、当該法人については申請の段階でニンニクを２年間

程度収穫して収量が伸びていないことも自覚しておりました。ま

た、さきほど審査第二班長からの説明のとおり、ニンニクだけで

なく収量を上げるためにキャベツ、生姜、葉ニンニクなどの栽培

にも挑戦したいとの意欲が見られますので、今後も見守っていき

たいと考えております。 

 

 わかりました。いずれにしても技術のない者を農政センターや

千葉農業事務所が連携して指導していただきたいと思います。 

 

 ニンニクは３５５キログラムの単収で、仮に１キログラム当た

り１，０００円とすれば約３５万円の収入、これは年間の売電見

込額２，３８０万円に対し約２パーセントにすぎず、これでは農

業に注力することは難しいのではないかと思います。 

 農業に対する意欲はあるようなので、太陽光発電とは別の畑で

農業をやる方が効率的ではないかと思います。 

 

再生可能エネルギー特別措置法において太陽光発電は代表的な

ものとされているので、営農型太陽光発電を行うこと自体は致し

方ない部分はあるかと思います。 

しかしながら、農振農用地は本来、農地として農業生産のため

に使われるべきです。従って、農業従事者の方に対する支援も、
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議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

もっと力を入れた方がよいのではないでしょうか。 

 

 １０アール当たりの収量が３５５キログラムということなの

で、申請地における収入が３５万円しかないということではあり

ませんが、それでも少なく感じられるかもしれません。さきほど

事務局からお伝えしましたように、ニンニクは全国的に統計にバ

ラつきがあります。 

 また、国産ニンニクの単価は安くはなく、収益性は収量だけで

は判断できないので、こうした点も踏まえつつ、農政センターで

必要なサポートをしていくよう指示します。 

 

仮にですが、下部の農地における単収が同じ年の地域の平均的

な単収と比較して概ね２割以上減少した場合に、事業者に対して

は指導にとどまらず、太陽光発電自体をやめさせることはあり得

るのでしょうか。 

 

基本的には収量を上げ条件を満たすよう、根気強く指導してい

くことになり、場合によっては別の作物の生産を促す等の助言を

することも考えられます。それでも状況に変化が見られないよう

であれば、そのような対応もあり得ます。 

 

キャベツや生姜なども栽培するとの説明がありましたが、太陽

光パネルの下部の面積だけでキャベツを栽培しても、柱の間で栽

培できない場所が１メートル近くあるので、スタート時から条件

は満たさなくなるのではないかと思います。 

事業者が営業に来て、営農型太陽光発電施設を設置しないか勧

められることがありますが、下部で栽培するものは比較的年数が

かかるミョウガなどを勧められます。ニンニクは千葉県では収量

計算ができないので２割以上減少の条件も判断できないために栽

培を推奨するなど、つまり太陽光発電事業ありきの農地利用はど

うかと思います。 

 

今のお話にもありましたが、太陽光発電ありきの計画ではな

く、農業の生産性を高めるための農地の利用方法を積極的に進め

るようにした方が双方にとって有益であると考えられます。事務

局も事業者に対するこうした指導をしていくようお願いしたいと

思います。 

他に質問、意見等無いようですので、採決いたします。 
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議長 
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議長 

（長谷部会長） 

 

事前審査第２班班長の説明のとおり、許可することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第３号は、許可と決定いたし

ます。 

 

次に、議案第４号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願に

ついて」を上程いたします。 

事前審査第２班班長、ご説明願います。 

 

ご説明いたします。 

議案書の２７ページをご覧ください。 

 

第１項です。 

東京都文京区在住の農業相続人が、被相続人である父親が所有

し耕作していた中央区生実町の畑２筆、合計面積１，２２０平方

メートルについて、相続税の納税猶予の特例適用を受けようとい

うものです。 

当該農地については、１０月２日に増田推進委員と事務局職員

にて現地調査を実施しております。 

 

事前審査第２班といたしましては、特に問題ないものと判断

し、確認書を発行することについて、承認相当と意見決定いたし

ました。 

 

以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第２班班長からの説明について、質問、

意見等がありましたら、挙手をもってお願いします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

事前審査第２班班長の説明のとおり、承認することに賛成の方

は、挙手願います。 
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議長 
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議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

――― 挙手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第４号は、承認と決定いたし

ます。 

 

次に、議案第５号「生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願

について」を上程いたします。 

事前審査第２班班長、ご説明をお願いします。 

 

ご説明いたします。 

議案書の２８ページをご覧ください。 

第１項です。 

若葉区大宮町に在住の方が所有している、中央区仁戸名町の畑

１筆、面積８８９平方メートルについて、買取り申出者本人が 

農業の主たる従事者であったことを、令和２年１０月２６日の

現地調査により、長谷川推進委員に確認していただきました。 

買取り申出の事由は、農業従事者の「故障」によるものです。 

 

事前審査第２班といたしましては、特に問題はないものと判断

し、証明書を発行することについて、承認相当と意見決定いたし

ました。説明は以上です。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第２班長からの説明について、質問、 

意見等がありましたら、お願いいたします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

事前審査第２班班長の説明のとおり、承認することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第５号は、承認と決定いたし

ます。 
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次に、議案第６号「千葉市農用地利用集積計画（案）の決定に

ついて」を上程いたします。 

それでは、事前審査第２班班長、説明をお願いします。 

 

ご説明いたします。 

 

議案書の２９ページをご覧ください。 

第２項から３０ページの第３項は、権利者が同一のため一括し

て説明します。 

緑区大高町在住の農家の方が、同町在住の方、外１名が所有す

る同町の畑３筆、合計面積１９，５９８平方メートルに賃借権ま

たは使用貸借権を設定するもので、設定期間は３年、権利者の作

付品目は「サラダ菜、キャベツなど」です。なお第２項は、ハウ

スを含む貸借です。 

第４項は、若葉区貝塚２丁目在住の農家の方が、同区加曽利町

在住の方が所有する同町の畑２筆、合計面積２，３９２平方メー

トルに賃借権を新たに設定するもので、設定期間は５年、権利者

の作付品目は「キャベツ、ナス、小松菜」です。 

 

次に、３１ページをご覧ください。 

第５項は、緑区平川町在住の農家の方が、同町在住の方が所有

する同町の畑１筆、面積１，８７６平方メートルに使用貸借権を

再設定するもので、設定期間は５年、権利者の作付品目は「落花

生、ニンジンなど」です。 

第６項は、緑区平川町在住の農家の方が、同町在住の方が所有

する同町の畑２筆、合計面積５，７８８平方メートルに使用貸借

権を再設定するもので、設定期間は５年、権利者の作付品目は

「苗木」です。 

 

次に、３２ページをご覧ください。 

第７項から３３ページの第１０項は、権利者が同一のため一括

して説明します。 

緑区大高町在住の農家の方が、同区大木戸町在住の方、外３名

が所有する同区大高町及び同区平川町の畑６筆、合計面積１４，

３４３平方メートルに賃借権を設定するもので、設定期間は６

年、権利者の作付品目は「わけネギ、キャベツ」です。 

 

次に、３４ページをご覧ください。 
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第１１項から３５ページの第１３項は、権利者が同一のため一

括して説明します。 

緑区越智町在住の農家の方が、同区誉田町２丁目在住の方、外

２名が所有する同町及び同区越智町の畑６筆、合計面積９，９９

７平方メートルに賃借権を新たに設定するもので、設定期間は６

年、権利者の作付品目は「大和芋、ゴボウ、わけネギ」です。 

第１４項から５７ページの第５７項は、権利者が同一のため一

括して説明します。 

件数が多いため、義務者及び申請土地に係る一覧表を資料６－

１４～５７として添付しておりますので、あわせてご覧くださ

い。 

緑区大木戸町在住の農家の方が、同区板倉町在住の方、外４７

名が所有する同町及び同区大椎町、大木戸町、越智町、及び大高

町の畑１３５筆、合計面積１９８，２３４．４平方メートルに賃

借権を設定するもので、設定期間は第３３項、５７項が１０年、

そのほかは６年です。権利者の作付品目は「ゴボウ、大根など」

です。 

 

次に、５７ページをご覧ください。 

第５８項は、若葉区中田町在住の農家の方が、同町在住の方が

所有する同町の畑２筆、合計面積１，５２３平方メートルに使用

貸借権を再設定するもので、設定期間は６年、権利者の作付品目

は「大根、ニンジン、落花生」です。 

 

次に、５８ページをご覧ください。 

第５９項は、緑区大木戸町在住の農家の方が、同区板倉町在住

の方が所有する同町及び同区大木戸町の畑４筆、合計面積８，１

７８平方メートルに賃借権を新たに設定するもので、設定期間は

６年、権利者の作付品目は「ニンジン」です。 

第６０項から６７ページの第７７項は、権利者が同一のため一

括して説明します。 

件数が多いため、義務者及び申請土地に係る一覧表を資料６－

６０～７７として添付しておりますので、あわせてご覧くださ

い。 

若葉区御成台１丁目所在の合同会社が、同区下泉町在住の方、

外１８名が所有する同区更科町、下田町、下泉町、及び御殿町の

畑３７筆、合計面積５６，７７０平方メートルに賃借権を新たに

設定するもので、設定期間は第７４項、７５項が１０年、そのほ
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議長 
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𣘺本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

𣘺本委員 

 

かは６年です。権利者の作付品目は「大根、キャベツ、ニンジ

ン」です。 

第７８項は、農地中間管理事業の一括方式によるもので、花見

川区武石町１丁目在住の方が所有する同区幕張町４丁目の畑１

筆、面積８５平方メートルについて、農地中間管理機構である公

益社団法人千葉県園芸協会を介して、花見川区武石町１丁目在住

の農家の方に使用貸借権を新たに設定するもので、設定期間は５

年、権利者の作付品目は「ニンジン」です。 

 

第２項から第７８項の合計面積は、３１８，７８４平方メート

ルです。 

本計画（案）は、本市において基本構想に適合するとともに、

権利者が経営農地の全てを効率的に利用し、必要な農作業に常時

従事するものとして作成されたものです。 

事前審査第２班といたしましても、利用権の受け手要件に適合

し、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いると判断されるため、決定相当と意見決定いたしました。 

説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第２班班長の説明について、質問、意見

等ございましたらお願いします。 

 

議案第１４項から第５７項については権利者が同一で畑１３５

筆、合計面積１９８，２３４．４平方メートルに賃借権を設定す 

るもの、議案第６０項から第７７項についても権利者が同一で畑

３７筆、合計面積５６，７７０平方メートルに賃借権を設定する

ものですが、千葉市は農地中間管理事業を推進しており、農業委

員会会長から千葉市長に提出した「農地等の利用の最適化推進施

策等に関する意見書」にもこのことが記載されています。これだ

けの面積があるにもかかわらず、なぜ農地中間管理事業への誘導

ができなかったのでしょうか。 

 

ご指摘のとおりです。今後、より積極的に対応していきたいと

考えております。 

 

農地中間管理事業に強制力はありませんが、国や県、市が推進

していますので、制度のＰＲは必要ではないかと思います。これ
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だけの農地の中には一団化しているところもありますので、農地

中間管理事業を活用すれば地域集積協力金や経営転換協力金の交

付を受けられる可能性もありますので、是非今後も大規模な案件

がありましたら、農地中間管理事業の活用について検討をよろし

くお願いします。 

 

議案書の賃借権設定の箇所に収穫量の１パーセント、０．５パ

ーセント等の表記がありますが、農業委員会が収穫量の何パーセ

ントとするよう指導をしているのでしょうか。 

 

農業委員会からは特にそのような指導をしておりません。 

 

他に質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

事前審査第２班班長の説明のとおり、決定することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙 手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第６号については、原案どお

り決定といたします。 

  

次に、議案第７号「農用地利用配分計画（案）の意見につい

て」を上程いたします 

事前審査第２班班長、説明をお願いします。 

 

ご説明いたします。 

本案件は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３

項の規定により、中間管理権取得済み農地を、農地中間管理機構

である千葉県園芸協会が、経営規模の拡大を希望する担い手へ貸

し付けるため、市長より農業委員会に対して、農用地利用配分計

画（案）について、意見を求められたものです。  

中間管理事業の手続きにつきましては、貸し手と機構、機構と

借り手の２段階の貸し借りの手続きをまとめて行う一括方式が導

入されたところですが、本案件は、これらの手続きを２段階に分

けて行う従来方式の後半部分にあたります。 

意見聴取後、農用地利用配分計画の県の認可を受け、機構と借

り手の貸借が成立します。  
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事務局 

議案書の６９ページをお願いします。 

第１項から第３項は、権利者が同一のため一括して説明しま

す。 

緑区平川町の畑４筆、合計面積７，９３２平方メートルを、緑

区おゆみ野中央９丁目所在の株式会社に賃借権を設定するもの

で、期間は、県の認可・公告の日から、第１項は令和６年６月３

０日までの約３年６か月、第２項は令和５年１２月３１日までの

約３年間、第３項は令和１０年１２月３１日までの約８年間で、

権利者の作付品目は「ブルーベリー、イチゴ」です。本件は、中

間管理機構を介して当該農地を借り受けていた農業者の病気によ

る中途解約に伴い、新たな借り手に対して、再配分を行うもので

す。 

事前審査第２班といたしましても、本案件は、「農地中間管理

事業の推進に関する法律」第１８条第４項各号に規定する要件を

満たしているものと判断いたします。 

議案第７号の説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第２班班長の説明について、質問、意見

等ございましたらお願いします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

農用地利用配分計画について、「意見なし」と決定することに

賛成の方は、挙手願います。 

 

――― 挙 手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第７号は、「意見なし」と決

定いたします。 

 

以上で審議案件は終了しましたので、報告案件について、第１

号から第７号までを一括して上程いたします。 

 

事務局より説明願います。 

 

報告案件について、ご説明いたします。 
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議案書の７１ページをご覧ください。      

報告第１号「農地法第３条の３の規定による届出について」

は、相続等により農地の権利を取得した旨の届出があったもの

で、２件ございました。 

添付書類も含め完備しておりましたので、全項受理通知書を交

付いたしました。 

 

議案書の７２ページをご覧ください。 

報告第２号「農地法第４条第１項第８号の規定による届出につ

いて」は、市街化区域内の農地を転用するため、その旨の届出が

あったもので議案書の７３ページまでに１３件ございました。 

内容につきましては、記載のとおりでございます。 

添付書類も含め完備しておりましたので、全項受理通知書を交

付いたしました。 

 

議案書の７４ページをご覧ください。 

報告第３号「農地法第５条第１項第７号の規定による届出につ

いて」は、土地所有者以外の者が市街化区域内の農地を転用する

ため、その旨の届出があったもので、議案書の８０ページまでに

４６件ございました。 

内容につきましては、記載のとおりでございます。 

添付書類も含め完備しておりましたので、全項受理通知書を交

付いたしました。 

  

議案書の８１ページをご覧ください。 

報告第４号「農地法第１８条第６項の規定による通知につい

て」は、農地所有者と借り手の耕作者の双方の合意による賃貸借

の解約について農業委員会に通知するもので、議案書の８２ペー

ジまでに６件ございました。 

添付書類も含め完備しておりましたので、通知を受理いたしま

した。 

 

議案書の８３ページをご覧ください。 

報告第５号「地目変更登記に係る照会に対する回答について」

は、議案書の８５ページまでに２４件ございました。 

申請地の現況について、農地であるか非農地であるか法務局か

ら照会があったもので、農業委員による現地調査を行いました結

果、いずれも、内容につきましては、記載のとおりであり、法務
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局に回答済みでございます。 

 

議案書の８６ページをご覧ください。 

報告第６号「荒廃農地の非農地化について」は、議案書の８８

ページまでに４１件ございました。 

これらの案件は、既に森林の様相を呈しているなど農業上の利

用の増進を図ることが見込まれない農地のため、農地法第２条第

１項に規定する農地に該当しない旨の判断を行い、農地台帳から

除外したものです。 

なお、非農地判定したものについては、土地所有者に対し非農

地決定通知書を送付し、また、法務局に対しても非農地判断した

旨の通知をしております。 

 

続きまして、議案書の８９ページをご覧ください。 

報告第７号「千葉県農業会議への諮問に係る答申について（第

５条）」は、１件ございました。 

内容につきましては、１０月の総会で審議されたもので、１０

月１６日に千葉県農業会議より「許可相当」との回答があり、許

可指令書を交付いたしました。 

 

報告案件につきましては、以上でございます。 

 

ただいまの報告第１号から第７号について、質問、意見等がご

ざいましたら、挙手をもってお願いします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

質問、意見等無いようです。 

これらは報告案件でございますので、ご承認いただきたいと存

じます。 

以上をもちまして、令和２年度第９回千葉市農業委員会総会を

閉会いたします。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、慎重審議を賜りまして、あ

りがとうございました。 

 

閉  会 （午前１１時４３分） 


